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旧
制
か
ら
新
制
へ

　

一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
八
月
、日
本
の
無
条
件
降
伏
を
も
っ

て
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
た
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と

す
る
連
合
国
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
G 

H 

Q
（
連
合
国
軍
最
高

司
令
官
総
司
令
部
）
の
主
導
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
戦
後
民
主
化

政
策
と
呼
ば
れ
る
諸
改
革
が
断
行
さ
れ
た
。

　

教
育
界
で
も
、
四
七
年
に
教
育
基
本
法
・
学
校
教
育
法
が
公
布

さ
れ
、
戦
前
期
の
学
校
制
度
を
支
え
て
い
た
大
学
令
以
下
の
諸

法
令
が
廃
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
現
行
の
「
六
・
三
・
三
・
四
制
」

が
発
足
し
た
。
そ
の
結
果
、
旧
制
度
に
準
拠
す
る
大
学
以
下
の
諸

学
校
は
順
次
閉
校
さ
れ
て
い
き
、「
新
制
学
校
」
へ
と
生
ま
れ
変

わ
っ
て
い
っ
た
。

　

本
学
に
つ
い
て
言
え
ば
、
四
八
年
七
月
に
法
・
経
済
・
商
・

工
四
学
部
か
ら
な
る
新
制
中
央
大
学
の
設
置
が
認
可
さ
れ
て
翌
年

四
月
よ
り
開
校
、
さ
ら
に
五
一
年
一
月
に
は
文
学
部
を
増
設
し
て

五
学
部
を
擁
す
る
新
制
総
合
大
学
へ
と
変
身
し
て
い
る
。

　

他
方
、
旧
制
中
央
大
学
（
予
科
・
学
部
）
お
よ
び
専
門
部
は

廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
四
八
年
四
月
の
入
学
生
を
最
後
と
し

て
予
科
・
専
門
部
の
学
生
募
集
が
停
止
さ
れ
、
翌
年
十
一
月
に
予

科
記
念
祭
、
五
一
年
三
月
に
は
専
門
部
閉
校
祭
が
挙
行
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
旧
制
の
法
・
経
済
・
商
三
学
部
も
五
〇
年
四
月
の
入
学

生
を
最
後
に
学
生
募
集
を
停
止
、
五
三
年
三
月
旧
制
学
部
閉
校
祭

を
挙
行
し
た
上
で
、
最
後
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
五
三
年
三
月
の
卒
業
式
は
、
新
制
・
旧
制
両
大
学
の

合
同
卒
業
式
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
こ
れ
を
も
っ

て
旧
制
中
央
大
学
の
廃
止
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
部
省

公
文
書
の
う
ち
で
本
学
に
関
係
す
る
公
文
書
を
編
集
・
翻
刻
し
た

『
中
央
大
学
史
資
料
集
』
第
八
集
に
は
、
興
味
深
い
史
料
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
六
二
年
三
月
十
五
日
付
で
学
校
法
人
中

央
大
学
理
事
長
柴
田
甲
四
郎
か
ら
文
部
大
臣
荒
木
万
寿
夫
宛
に
提

出
さ
れ
た
旧
制
大
学
廃
止
の
申
請
書
と
、
そ
れ
を
認
可
し
た
文
部
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旧
制
中
央
大
学
の
廃
止

省
の
原
議
書
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
旧
制
中
央
大
学
は
、
学
校
教
育
法
第
九
十
八

条
第
一
項
に
も
と
づ
く
「
従
前
の
規
程
に
よ
る
学
校
」
と
し
て

同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
制
度
的
に
存
続
し
て
い
た
こ
と
と
な
る

が
、
そ
の
事
実
は
、
旧
制
の
学
生
が
卒
業
し
た
後
も
旧
制
法
・
経

済
・
商
三
学
部
長
が
実
際
に
在
職
し
て
お
り
、
経
済
学
部
お
よ
び

商
学
部
で
は
新
制
大
学
の
学
部
長
と
兼
任
す
る
慣
例
と
な
っ
て
い

た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
旧
制
大
学
を
存
続
さ
せ
た
背
景
に
は
、
新
制

大
学
院
の
設
置
と
学
位
（
博
士
号
）
授
与
の
問
題
が
絡
ん
で
い

た
と
思
わ
れ
る
。
新
制
の
学
位
制
度
は
、
一
九
五
二
年
に
修
士
号

一
八
種
が
制
定
さ
れ
、
五
三
年
の
学
位
規
則
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ

る
が
、
本
学
の
新
制
大
学
院
に
博
士
課
程
が
設
置
さ
れ
る
の
は
、

法
学
・
経
済
学
研
究
科
が
五
三
年
、
商
学
研
究
科
が
五
四
年
、
工

学
研
究
科
が
五
五
年
、
文
学
研
究
科
は
六
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
旧
制
大
学
出
身
者
に
学
位
を
授
与
し
た

の
は
、
学
校
教
育
法
で
存
続
が
認
め
ら
れ
て
い
た
旧
制
大
学
で
あ

り
、
新
制
の
学
位
を
授
与
す
る
側
の
教
授
に
博
士
号
を
も
た
せ
る

必
要
性
か
ら
し
て
も
、
旧
制
大
学
を
廃
止
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
旧
制
大
学
は
、
学
位
請
求
論
文
の
審
査
と
学
位
授
与

と
を
主
な
機
能
と
す
る
機
関
と
し
て
存
続
し
、
新
制
大
学
院
の
充

実
に
寄
与
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
旧
制
学
部
最
後
の
卒
業
式
が
挙
行
さ
れ
た
五
三
年

三
月
以
前
に
お
け
る
本
学
博
士
号
の
取
得
者
は
二
六
人
で
あ
る

が
、
同
年
四
月
か
ら
旧
制
大
学
廃
止
の
間
に
博
士
号
を
授
与
さ
れ

た
の
は
六
九
人
を
数
え
て
い
る
。

「旧制学部閉校記念祭」パンフレット


